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家  内  労  働  法 （抄） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、工賃の最低額、安全及び衛生その他家内労働者に関する必要な事

項を定めて、家内労働者の労働条件の向上を図り、もつて家内労働者の生活の安定に

資することを目的とする。 

２ この法律で定める家内労働者の労働条件の基準は最低のものであるから、委託者

及び家内労働者は、この基準を理由として労働条        

 件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければな

らない。 

 

（最低工賃） 

第八条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域内において一定の業務に

従事する工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改          

 善を図るため必要があると認めるときは、労働政策審議会又は都道府県労働局に置

かれる政令で定める審議会（以下「審議会」と総 

 称する。）の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該業務に従事する家内労働者及

びこれに委託をする委託者に適用される最低工             

 賃を決定することができる。 

 

（最低工賃の改正等） 

第十条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低工賃について必要があると認め

るおきは、その決定の例により、その改正又は廃       

 止の決定をすることができる。 

 

（最低工賃の決定等に関する関係家内労働者又は関係委託者の意見の聴取等） 

第十一条 審議会は、最低工賃の決定又はその改正若しくは廃止の決定について調査

審議を行なう場合には、厚生労働省令で定めると        

 ころにより、関係家内労働者及び関係委託者の意見をきくものとする。 

２ 家内労働者又は委託者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めると

ころにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長 

 に対し、当該家内労働者若しくは委託者に適用される最低工賃の決定又は当該家内

労働者若しくは委託者に現に適用されている最低   

 工賃の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。 

３ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合にお

いて必要があると認めるときは、その申出につい 

 て審議会に意見を求めるものとする。 
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（最低工賃額等） 

第十三条 最低工賃は、当該最低工賃に係る一定の地域と同一の地域内において同一

又は類似の業務に従事する労働者に適用される最    

 低賃金（最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十七号）の規定による最低賃金をい

う。以下同じ。）（当該同一の地域内において同 

 一又は類似の業務に従事する労働者に適用される最低賃金が決定されていない場合

には、当該労働者の賃金（労働基準法第十一条に 

 規定する賃金をいう。））との均衡を考慮して定められなければならない。 

 

（最低工賃の効力） 

第十四条 委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以

上の工賃を支払わなければならない。 

 

（専門部会等） 

第二十一条 審議会は、最低工賃の決定又はその改正の決定について調査審議を求めら

れたときは、専門部会を置かなければならない。 

２ 前項の専門部会は、政令で定めるところにより、関係家内労働者を代表する委

員、関係委託者を代表する委員及び公益を代表する 

 委員各同数をもつて組織する。 
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政令第３２０号 

 

地方労働審議会令 

 

内閣は、国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第８条の規定に基づき、

この政令を制定する。 

  

（名称） 

第１条  地方労働審議会（以下「審議会」という。）には、当該都道府県労働局

の名を冠する。 

 

 （組織） 

第２条  審議会は、委員１８人で組織する。 

  ２  審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委

員を置くことができる。 

  ３  審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を

置くことができる。 

  

（委員等の任命） 

第３条  委員は、労働者（家内労働法(昭和４５年法律第６０号)第２条第２項に

規定する家内労働者を含む。以下同じ。）を代表する者、使用者（同条第

３項に規定する委託者を含む。以下同じ。）を代表する者及び公益を代表

する者のうちから、都道府県労働局長が各同数を任命する。 

  ２  臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公

益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が任命する。 

  ３  専門委員は、審議会の同意を得て、都道府県労働局長が任命する。 

 

 （委員の任期等） 

第４条  委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

  ２  委員は、再任されることができる。 

  ３  委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、

その職務を行うものとする。 

  ４  臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終

了したときは、解任されるものとする。 

  ５  専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了し

たときは、解任されるものとする。 
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  ６  委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 

 

 （会長） 

第５条  審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。 

  ２  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

  ３  会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらか

じめ指名する委員が、その職務を代理する。 

  

（部会） 

第６条  審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

  ２  部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。 

  ３  前項の委員及び臨時委員については、労働者を代表する委員の数と関係

労働者を代表する臨時委員の数の合計数及び使用者を代表する委員の数と

関係使用者を代表する臨時委員の数の合計数は、同数とする。 

  ４  部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員及び臨時委

員のうちから、当該部会に属する委員及び臨時委員が選挙する。 

  ５  部会長は、当該部会の事務を掌理する。 

  ６  部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益を代表する委員又は

臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理す

る。 

  ７  審議会は、その定めるところにより、部会（その部会長が委員であるも

のに限る。）の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

 

 （最低工賃専門部会） 

第７条  家内労働法第２１条第１項の規定により審議会に置かれる専門部会（以

下「最低工賃専門部会」という。）に属すべき委員及び臨時委員は、会長

が指名する。 

  ２  前項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代

表するものは、各同数とする。 

  ３  最低工賃専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により

廃止するものとする。 

  ４  前条第４項から第７項までの規定は、最低工賃専門部会について準用す

る。 

 

 （議事） 

第８条  審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の３分の２以上又は労働

者関係委員（労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち

関係労働者を代表するものをいう。）、使用者関係委員（使用者を代表す
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る委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するものを

いう。）及び公益関係委員（公益を代表する委員及び議事に関係のある臨

時委員のうち公益を代表するものをいう。）の各３分の１以上が出席しな

ければ、会議を開き、議決することができない。 

  ２  審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席した

ものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

  ３  前２項の規定は、部会及び最低工賃専門部会の議事に準用する。 

 

（庶務） 

第９条  審議会の庶務は、当該都道府県労働局において処理する。 

 

（雑則） 

第１０条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必

要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

   

  附 則 

 この政令は、平成１３年１０月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成２９年７月７日政令第１８５号） 抄 

 

 （施行期日） 

第１条  この政令は、平成２９年７月１１日から施行する。 
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栃木地方労働審議会運営規程 

 

第１条 栃木地方労働審議会の議事運営は、厚生労働省組織令(平成１２年政令

第２５２号)第１５６条の２及び地方労働審議会令（平成１３年政令第  

３２０号）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

第２条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、栃木労働局長(以下｢局長｣

という。) の請求があったとき、会長が必要があると認めるとき又は委

員の３分の１以上から請求があったときに会長が召集する。 

  ２ 審議会は、前項の規定にかかわらず､その議事が諮問のみの場合にあっ

ては、局長から会長あて諮問文を発出することをもって、会議の招集に

代えることができる。 

３ 局長又は委員は、会長に会議の招集を請求するときは、付議事項及び

日時を明らかにしなければならない。 

  ４ 会長は、会議を召集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほ

か、少なくとも７日前までに付議事項、日時及び場所を委員及び局長に

通知しなければならない。 

第３条 委員は、会長が必要があると認めるときは、テレビ会議システム（映

像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をするこ

とができるシステムをいう。次項において同じ。）を利用する方法によ

って会議に出席することができる。 

  ２ テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令

第８条第１項及び第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）

に規定する会議への出席に含めるものとする。 

  ３ 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないとき

は、その旨を会長に通知しなければならない。 

第４条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

  ２ 委員は、会議において発言しようとするときは、会長の許可を受ける

ものとする。 

  ３ 審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又

は意見を聴くことができる。 

第５条 会議は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個人情

報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利

益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは

意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、

会議を非公開とすることができる。 

第６条 審議会の議事については、議事録を作成する。 
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  ２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開するこ

とにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若し

くは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意

見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場

合には、会長は、議事録及び会議の資料の全部又は一部を非公開とする

ことができる。 

  ３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとす

る。 

第７条 第２条から第６条までの規定は、地方労働審議会令第６条に規定する

部会（以下「部会」という。）及び同令第７条に規定する最低工賃専門

部会（以下「最低工賃専門部会」という。）について準用する。この場

合において、「会長」とあるのは「部会長」、｢委員｣とあるのは｢委員及

び臨時委員｣と読み替えるものとする。 

第８条 会長は、審議会が議決を行ったときは、当該議決に係る答申書、建議

書又は議決書をその都度局長に送付しなければならない。 

  ２ 審議会は、厚生労働省組織令第１５６条の２第２項第２号の規定によ

り関係行政機関に建議したときは、その写しを局長に送付しなければな

らない。 

第９条 審議会は、必要と認めるときは、その議決により次の部会を置くこと

ができる。 

  一 労働災害防止部会 

  二 家内労働部会 

第 10条 部会長が委員である部会又は最低工賃専門部会が、その所掌事務につ

いて議決をしたときは、当該議決をもって審議会の議決とする。ただし、

審議会が、あらかじめ当該議決に係る事項に関して、審議会の議決を特

に必要とすることを定めていたときは、この限りでない。 

   ２  審議会は、部会長が臨時委員である部会又は最低工賃専門部会の議決

に関し、会長を除いた審議会の委員及び臨時委員が当該議決の取扱いを

会長に一任した場合、会長の決するところをもって審議会の議決とする

ことができる。 

第 11条 臨時委員及び専門委員は、地方労働審議会令第４条第４項及び第５項

に規定する場合のほか、会長の任期が終了したときに解任されるものと

する。ただし、再任を妨げない。 

第 12条 部会に属すべき委員及び臨時委員のうち、労働者を代表するもの及び

使用者を代表するものは、各同数とする。この場合において、部会に属

すべき委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、

異なる数とすることができる。 

第 13条 この規程に定めるもののほか、部会及び最低工賃専門部会の議事運営
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に関し必要な事項は、部会長が当該部会及び最低工賃専門部会に諮って

定める。 

第 14条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

附 則 

この規程は、平成１３年１０月３１日から施行する。 

（一部改正）平成１７年１２月１日 

この規程は、令和３年３月１６日から施行する。 

11



12



1 

 

（案） 

栃木地方労働審議会 

栃木県衣服製造業最低工賃専門部会運営規程 

 

（規程の目的） 

第１条 この規程は、栃木地方労働審議会に設置する栃木県衣服製造業最低工賃専門

部会（以下「専門部会」という。）の議事に関し、地方労働審議会令（平成 13

年政令第 320号）、栃木地方労働審議会運営規程（平成 13年 10月 31日施行）

及び家内労働法（昭和 45年法律第 60号）に定めるもののほか、必要な事項に

ついて定めるものである。 

 

（会議の招集） 

第２条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたときのほ

か、栃木労働局長（以下「局長」という。）又は３人以上の委員から開催の請求

があったとき、部会長が招集する。ただし、第１回会議は、栃木地方労働審議

会長が招集する。 

２ 前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、

付議事項及び希望期日を少なくとも当該期日の１週間前までに、部会長に通知

しなければならない。 

３ 部会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、

少なくとも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、

局長に通知するものとする。 

 

（委員の欠席） 

第３条 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、その旨を部

会長に適当な方法で速報するものとする。 

２ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ部

会長に適当な方法で通知するものとする。 

 

（会議における発言） 

第４条 委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を受けなけれ

ばならない。 

 

（会議の公開） 

第５条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の 

13

sugimotosy
フリーテキスト
資料　No.５



2 

 

保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に

侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性

が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、会議を非公開とするこ

とができる。 

  ２ 部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなどの必

要な措置をとることができる。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第６条 会議の議事については、議事録を作成する。 

２ 議事録及び会議の資料は原則として公開する。ただし、公開することにより、

個人情報の保護に支障を及ぼすおそれのある場合、個人もしくは団体の権利利

益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換もしくは意思決

定の中位性が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は議事録及び会

議の資料の全部又は一部を非公開とすることができる。 

３ 議事録を非公開とする場合には議事要旨を作成し、公開するものとする。 

 

（報告） 

第７条 部会長は、専門部会において家内労働法及び地方労働審議会令に基づいて議

決を行ったときは、その都度、栃木地方労働審議会会長に報告するものとする。 

 

（その他の事項） 

第８条 この規程に定めるもののほか、議事及び運営に関し必要な事項は専門部会の

議決に基づいて行う。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、令和  年  月  日より施行する。 
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       ㊢ 
 

栃 労 発 基 1 0 1 1 第 １ 号 

令 和 ６ 年 1 0 月 1 1 日 

 

 

栃木地方労働審議会 

会 長  原  田   淳   殿 

 

 

栃 木 労 働 局 長 

川 口 秀 人  

 

 

栃木県衣服製造業最低工賃の改正決定について（諮問） 

 

標記について、家内労働法第 10 条の規定に基づき、栃木県衣服製造業最低工賃 

（令和４年栃木労働局最低工賃公示第１号）の改正決定について、貴会の調査審議

をお願いする。 
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栃木県衣服製造業最低工賃の改正諮問の理由について 

 

 

家内労働法(以下、「法」と言う。)に基づく最低工賃は、法第８条によれば、「都道府

県労働局長は、一定の地域内において一定の業務に従事する工賃の低廉な家内労働者の

労働条件の改善を図るため必要があると認めるときは、労働政策審議会又は都道府県 

労働局に置かれる政令で定める審議会(以下「審議会」と総称する。)の調査審議を   

求め、その意見を聴いて、当該業務に従事する家内労働者及びこれに委託をする委託者

に適用される最低工賃を決定することができる。」と規定され、また、法第 13条には、

「最低工賃は、当該最低工賃に係る一定の地域と同一の地域内において同一又は類似の

業務に従事する労働者に適用される最低賃金との均衡を考慮して定められなければ  

ならない。」と規定されている。 

 そこで、栃木県衣服製造業最低工賃についてみると、令和４年４月 21日に改正発効

を行って以来、現在まで改正を行っていない。(最低工賃は、原則２年又は３年サイク

ルで改正を行うこととされている。) 

一方、栃木県内では｢繊維工業｣・｢縫製業｣に係る産業の特定最低賃金の設定が無いこ

とから、栃木県(地域別)最低賃金と比較検討することとなるが、栃木県最低賃金は毎年、

改正審議を経て改正決定が行われていることから、前回の衣服製造業最低工賃の改正発

効のための調査審議を行った令和３年度と現在適用される栃木県最低賃金を比較する

と 122円上昇している。 

 

以上から、栃木県(地域別)最低賃金と当該最低工賃との均衡を図り、家内労働者の労

働条件等の改善を図るため、今般、同最低工賃の改正諮問を行うものである。 

 

改正発効日 令和３年10月１日 令和６年10月１日 増減額 改定率 

栃木県(地域別)最低賃金 882円  1,004円 ＋122円 13.83% 
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都道府県 最低工賃の名称 直近の改正年月日 備　　考

北海道 男子既製服製造業 平成 13年 3月 19日 令和6年4月16日廃止

青  森 男子・婦人既製服製造業 令 和 4 年 4 月 1 日

岩  手 婦人・男子既製洋服製造業 令 和 4 年 6 月 1 日

宮　城 男子服・婦人服製造業 平 成 29 年 5月 4日

秋　田 男子服・婦人服・子供服製造業 令 和 6 年 4月 24日

山　形 男子・婦人既製服製造業 令 和 6 年 5 月 1 日

福　島 外衣、シャツ製造業 令 和 6 年 5 月 1 日

男子既製洋服製造業 平 成 15 年 4月 1日

婦人・子供既製服製造業 平 成 17 年 4月 1日 （廃止予定）

群　馬 婦人服製造業 平 成 18 年 5月 6日

埼　玉 縫製業 令 和 5 年 5 月 5 日

千　葉 婦人既製洋服製造業 平成 21年 5月 27日 （廃止予定）

東　京 婦人既製洋服製造業 令 和 6 年 8月 31日

新　潟 男子・婦人既製洋服製造業 平 成 12 年 4月 6日

福　井 衣服製造業 令 和 4 年 4月 22日

山　梨 婦人服製造業 令 和 6 年 4月 17日

長　野 外衣・シャツ製造業 平成 14年 3月 31日

男子既製洋服製造業 平 成 7 年 3月 31日

婦人服製造業 平 成 7 年 3月 31日

大　阪 男子既製洋服製造業 平 成 28 年 8月 1日

鳥　取 男子服・婦人服製造業 平成 27年 5月 21日

島　根 外衣・シャツ製造業 平成 15年 6月 25日

広　島 既製服製造業 令 和 5 年 8月 12日

山　口 男子既製洋服・学校服・作業服製造業 平成 21年 5月 10日 令和6年2月2日廃止

婦人服製造業 平成 27年 4月 17日

男子服製造業 平成 12年 2月 17日 （廃止予定）

佐　賀 婦人既製服製造業 令 和 4 年 4月 24日

男子既製洋服製造業 平 成 13 年 4月 1日

婦人既製洋服製造業 平 成 13 年 4月 1日 （廃止予定）

熊　本 縫製業 平成 16年 4月 25日 （廃止予定）

大　分 衣服製造業 平 成 13 年 9月 6日

男子既製洋服製造業 令 和 5 年 5月 17日

婦人既製洋服製造業 平 成 13 年 5月 1日 令和4年4月17日廃止

沖　縄 縫製業 令 和 5 年 4月 28日

衣服製造業及び同種の最低工賃の都道府県別改正状況

茨　城

岐　阜

福　岡

長　崎

宮　崎
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男子既製洋服のまとめ業務工程解説図  

表 面 

小ボタン付け  

中ボタン付け  
そで口裏まつり  

表 面 

ボタン付け  

裏 面 

ボタン付け  

前立てまつり  

天ぐまつり  

腰裏かんぬき止め  

腰私利  

 
 栃 木 県 衣 服 製 造 業 最 低 工 賃 

１ 適用する家内労働者および委託者の範囲  
栃木県の区域内で男子既製洋服製造業、婦人・子供既製洋服製造業に係るまとめの業務に従事する家内労働者およびこれらの業務を委託する委託者  

２ 最 低 工 賃 額 
次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額。ただし、金額欄の ( )内の長さは、１枚分の標準的な作業を行う長さであるが、

この長さ以外の場合は、１㎝単位で換算した額とする。１㎝未満の長さは切上げ、１円未満の金額は四捨五入とする。  

品目 工    程 規     格 金    額 

男 
 

子 
 

既 
 

製 
 

洋 
 

服 

背 
 
 

広 
 
 

上 
 
 

衣 

そで付け裏まつり 
針目が３㎝間隔に９針以上 

１枚(60 ㎝×２)につき    202 円 
そで口裏まつり １枚(32 ㎝×２)につき     83 円 

ボタン付け 

中ボタン(４つ穴)糸足つき 
根巻き３回以上 

１個につき                22 円 

小ボタン(４つ穴)根巻きなし １個につき                 11 円 
肩裏まつり 針目が３㎝間隔に９針以上 １枚(17 ㎝×２)につき    41 円 
上襟付けまつり 

針目が３㎝間隔に６針以上 
１枚(30 ㎝)につき     54 円 

下襟からげまつり １枚(10 ㎝)につき      51 円 
わき裏まつり 
(わきの一部分について行うものに限る｡) 

針目が３㎝間隔に５針以上 １枚につき                           46 円 

見返し奥星入れ 
針目が３㎝間隔に４針以上 

１枚(70 ㎝×２)につき    118 円 
見返し７㎜星入れ １枚(45 ㎝×２)につき   86 円 
背すそまつり 針目が３㎝間隔に６針以上 １枚(20 ㎝×２)につき     62 円 
背裏鎖止め 鎖糸ループの長さが１㎝ １枚につき                 15 円 
すそ裏まつり 
(すそ裏の一部分について行うものに限る｡) 

針目が３㎝間隔に５針以上 １枚につき                44 円 

ベンツまつり 針目が３㎝間隔に６針以上 １枚につき                28 円 
ベンツ止め ２本糸で×印しつけ止め １か所につき                7 円 
アウトポケット裏まつり 

 
１枚につき                20 円 

糸くず取り及び仕上げ １枚につき                63 円 

ズ 

ボ 

ン 

腰裏かんぬき止め 12 か所 １本につき                44 円 
天ぐまつり及び前立てまつり 針目が３㎝間隔に６針以上 １本につき                25 円 

ボタン付け 
小ボタン、糸足つき 
根巻き３回以上 

１個につき                20 円 

糸くず取り及び仕上げ  １本につき                31 円 

品目 工  程 規    格 金    額 

婦 

人 

・ 

子 

供 

既 

製 
洋 

服 

見返し端千鳥掛け 針目が３㎝間隔に５針以上 １か所につき 16 円 
見返し裏まつり 針目が３㎝間隔に４針以上 10 ㎝につき 16 円 
見返し星入れ 針目が３㎝間隔に３針以上 10 ㎝につき 17 円 
そで付け裏まつり 

針目が３㎝間隔に７針以上 
10 ㎝につき 24 円 

そで口裏まつり 10 ㎝につき 21 円 
すそまつり 針目が３㎝間隔に４針以上 20㎝につき 19 円 
スナップ付け １㎝型 １組につき 23 円 

かぎホック付け 
ウエスト用 １組につき 32 円 
ウエスト用以外、小、２つ穴 １組につき 23 円 

ボタン付け 

18 ㎜以下、２つ穴、糸足つき、 
根巻き３回以上 

１個につき 14 円 

20 ㎜以上、４つ穴、糸足つき、 
根巻き３回以上 

１個につき 16 円 

鎖糸ループ付け 鎖糸ループ長さ２㎝以上 １か所につき 14 円 
肩パット付け ２個１組 １組につき 34 円 
×印しつけ止め  １か所につき 11 円 
ウエスト裏まつり 針目が３㎝間隔に７針以上 20 ㎝につき 23 円 
バックル付け  １個につき 16 円 
糸くず取り  １着につき 23 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 栃木県電気機械器具製造業最低工賃 

１ 適用する家内労働者および委託者の範囲  
栃木県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者および  

これらの業務を委託する委託者  

２ 最 低 工 賃 額 
次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額。  

 品  目 工      程 規    格 金   額 

コネクター        
差し（電線の端末に取付けられた端子を      

      コネクターに差し込むことをいう。） 
リード線について行うもの １ピンにつき 51銭 

電気機械器具製造業の業務工程解説図  

コネクター（ハウジング）  

端子（コンタクト） リード線  

婦 人 ・ 子 供 既 製 洋 服 の ま と め 業 務 工 程 解 説 図  

ワ ン ピ ー ス 

肩パット付け  

ウエスト裏まつり  

鎖糸ループ付け  

すそまつり  

×印しつけ止め  

かぎホック付け  

ボタン付け  

ス カ ー ト 

ウエスト裏まつり  

ボタン付け  

スナップ付け  

見返し端千鳥掛け  

スナップ付け  

すそまつり  

バックル付け  

鎖糸ループ付け  

かぎホック付け  

背 広 上 衣 

ズ ボ ン 

ブレザーコート 

表 面 裏 面 表 面 

裏 面 

【 効力発生の日 令和４年４月 21 日  】  

【 効力発生の日 令和６年４月２０日  】  

詳しくは、栃木労働局 賃金室  TEL ０２８‐６３４‐９１０９ 又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 

宇 都 宮 労 働 基 準 監 督 署  TEL ０２８‐６３３‐４２５１     足 利 労 働 基 準 監 督 署  TEL ０２８４‐４１‐１１８８ 

栃 木 労 働 基 準 監 督 署  TEL ０２８２‐２４‐７７６６     鹿 沼 労 働 基 準 監 督 署  TEL ０２８９‐６４‐３２１５ 

大 田 原 労 働 基 準 監 督 署  TEL ０２８７‐２２‐２２７９     日 光 労 働 基 準 監 督 署  TEL ０２８８‐２２‐０２７３ 

真 岡 労 働 基 準 監 督 署  TEL ０２８５‐８２‐４４４３ 

 

肩パット付け  

すそまつり  

見返し裏まつり  そで口裏まつり  

ボタン付け  

表 面 

肩パット付け  

鎖糸ループ付け  

見返し裏まつり  

そで付け裏まつり  

見返し星入れ  

裏 面 

裏 面 

見返し奥星入れ  

見返し７㎜星入れ  

上襟付けまつり  

下襟からげまつり  

肩裏まつり  

そで付け裏まつり  

わき裏まつり  

背裏鎖止め  

ベンツまつり  

背すそまつり  

ベンツ止め  

すそ裏まつり  

えり裏 

栃 木 県 の 最 低 工 賃 
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そで付け裏まつり １枚（60㎝×2） 202 円 202 円 202 円 202 円

そで口裏まつり １枚（32㎝×2） 83 円 83 円 83 円 83 円

中ボタン（４つ穴）糸足
つき根巻き３回以上

１個 22 円 22 円 22 円 22 円

小ボタン（４つ穴）
根巻きなし

１個 11 円 11 円 11 円 11 円

肩裏まつり
針目が３㎝間隔に
９針以上

１枚（17㎝×2） 41 円 41 円 41 円 41 円

上襟付けまつり １枚（30㎝） 54 円 54 円 54 円 54 円

下襟からげまつり １枚（10㎝） 51 円 51 円 51 円 51 円

わき裏まつり（脇の一部分につ
いて行うものに限る。）

針目が３㎝間隔に
５針以上

１枚 39 円 39 円 39 円 46 円

見返し奥星入れ １枚（70㎝×2） 118 円 118 円 118 円 118 円

見返し７㎜星入れ １枚（45㎝×2） 85 円 85 円 86 円 86 円

背すそまつり
針目が３㎝間隔に
６針以上

１枚（20㎝×2） 62 円 62 円 62 円 62 円

背裏鎖止め 鎖糸ループ長さ１㎝ １枚 15 円 15 円 15 円 15 円

すそ裏まつり（すそ裏の一部
分について行うものに限る。）

針目が３㎝間隔に
５針以上

１枚 44 円 44 円 44 円 44 円

ベンツまつり
針目が３㎝間隔に
６針以上

１枚 28 円 28 円 28 円 28 円

ベンツ止め
２本糸で×印
しつけ止め

１か所 6 円 6 円 6 円 7 円

アウトポケット裏まつり １枚 20 円 20 円 20 円 20 円

糸くず取り及び仕上げ １枚 63 円 63 円 63 円 63 円

944 円 944 円 945 円 953 円

腰裏かんぬき止め １２か所 １本 44 円 44 円 44 円 44 円

天ぐまつり及び前立て
まつり

針目が３㎝間隔に
６針以上

１本 25 円 25 円 25 円 25 円

ボタン付け
小ボタン、糸足つき
根巻き３回以上

１個 20 円 20 円 20 円 20 円

糸くず取り及び仕上げ １本 31 円 31 円 31 円 31 円

120 円 120 円 120 円 120 円

1,064 円 1,064 円 1,065 円 1,073 円

0.09%

平成21年4月8日

栃木県男子既製洋
服製造業最低工賃

平成16年4月1日

0.00%

工　　程

2.01%

小　　　計

規　　格

背
広
上
衣

単　　位

平
均
改
正
率

　改正後最低工賃総額 － 改正前最低工賃総額

　　　　　　　改正前最低工賃総額

小　　　計

針目が３㎝間隔に
６針以上

針目が３㎝間隔に
４針以上

ズ
ボ
ン

総　　　額

ボタン付け

針目が３㎝間隔に
９針以上

栃木県衣服製造業最低工賃改正の推移  (その １)

令和4年4月21日

0.75%

栃木県衣服製造業最低工賃

男　子　既　製　洋　服

発効日及び金額

平成12年4月1日

×100（％）
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平成12年4月1日 平成16年4月1日 平成21年4月8日 令和4年4月21日

栃 木 県 婦 人 ・
子 供 既 製 洋 服
製造業最低工賃

見返し端千鳥掛け 針目が3cm間隔に5針以上 1か所につき 16 円 16 円 16 円 16 円

見返し裏まり 針目が3cm間隔に4針以上 10cmにつき 16 円 16 円 16 円 16 円

見返し星入れ 針目が3cm間隔に3針以上 10cmにつき 16 円 16 円 16 円 17 円

そで付け裏まつり 10cmにつき 21 円 21 円 21 円 24 円

そで口裏まつり 10cmにつき 21 円 21 円 21 円 21 円

すそまつり 針目が3cm間隔に4針以上 20cmにつき 18 円 18 円 19 円 19 円

スナップ付け 1cm型 1組につき 23 円 23 円 23 円 23 円

ウエスト用 1組につき 32 円 32 円 32 円 32 円

ウエスト用以外、
小、2つ穴 1組につき 23 円 23 円 23 円 23 円

18mm以下、2つ穴、
糸足つき、根巻き3回以上

1個につき 14 円 14 円 14 円 14 円

20mm以上、4つ穴、
糸足つき、根巻き3回以上

1個につき 16 円 16 円 16 円 16 円

鎖糸ループ付け
鎖糸ループ長さ
2cm以上

1か所につき 14 円 14 円 14 円 14 円

肩パット付け 2個1組 1組につき 33 円 33 円 34 円 34 円

×印しつけ止め 1か所につき 11 円 11 円 11 円 11 円

ウエスト裏まつり 針目が3cm間隔に7針以上 20cmにつき 23 円 23 円 23 円 23 円

バックル付け 1個につき 16 円 16 円 16 円 16 円

糸くず取り 1着につき 23 円 23 円 23 円 23 円

336 円 336 円 338 円 342 円

平均改正率

×100(％)

発効日及び金額

最低工賃総額―改正前最低工賃総額

かぎホック付け

針目が3cm間隔に7針以上

工   程

1.18%0.00%

総　　　　額

5.00%

ボタン付け

0.60%

栃木県衣服製造業最低工賃改正の推移（その２）

単  位規   格

改正前最低工賃総額

栃木県衣服製造業最低工賃

婦人・子供既製洋服
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北海道
（B)

青森
（C)

岩手
（C)

宮城
（B)

秋田
（C)

山形
（C)

福島
（B)

茨城
（B)

埼玉
（A)

新潟
（B)

長野
（B)

岐阜
（B)

大阪
（A)

鳥取
（C)

島根
（B)

広島
（B)

福岡
（B)

長崎
（C)

宮崎
（C)

R6.4.16
廃止

R4.4.1 R4.6.1 H29.5.4 R6.4.24 R6.5.1 R6.5.1 H15.4.1 R6.5.5 H12.4.6 H14.3.31 H7.3.31 H28.8.1 H27.5.21 H15.6.25 R5.8.12 H12.2.17 H13.4.1 R5.5.17

そで付け裏まつり 1枚（60cm×2）につき 202 139.36 153.33 157 176 24
10cmにつき

196 130 170 95 151 115 114 102 127

そで口裏まつり 1枚（32cm×2）につき 83 59.54 67.00 75 66 77 16
10cmにつき

77 55 40 62 58 58 38 49

中ボタン（４つ穴）糸足つき
根巻３回以上

１個につき 22 16.80 16.75 15
4回以上

12 20 24 17 15
根巻き4回

11

小ボタン（４つ穴）根巻きなし １個につき 11 11.00 11.66 15 6 10 15 12 15 12 8 6

肩裏まつり 針目が３cm間隔に９針以上 １枚（17cm×２）につき 41 35.22 36.66 47 24 39 37 47 18
10cmにつき

45 37 27 36 25 24

上襟付けまつり １枚（30cm）につき 54 36.50 39.75 46 42 41 19
10cmにつき

19
10cmにつき

34 26 30

下襟からげまつり １枚（10cm）につき 51 25.16 27.50 39 30 20
10cmにつき

15 33 18 16

わき裏まつり
（わきの一部分について行
うものに限る）

針目が３cm間隔に５針以上 １枚につき 46 47.20 38.00 83 17 59 19
10cmにつき

83 36 41 17

見返し奥星入れ １枚（70cm×２）につき 118 56.55 80.00 107 101 58 15
10cmにつき

85 79
30cm×２

36 56 77 52 53

見返し７mm星入れ １枚（45cm×２）につき 86 37.20 63.00 63 15
10cmにつき

70 41 51 43

背すそまつり 針目が３cm間隔に６針以上 １枚（20cm×２）につき 62 43.90 50.66 66 28 66 53 58 16
10cmにつき

52 37 43 36 35 31 28

背裏鎖止め 鎖糸ループの長さが１cm １枚につき 15 14.54 13.66 21 11 15 15 15 28
3cmにつき

21 17 10 14 15 15 12 11

すそ裏まつり
（すその一部分について行
うものに限る）

針目が３cm間隔に５針以上 １枚につき 44 55.00 62.00 65 41 59 65 14
10cmにつき

42
前身頃30cm×

2

51
30cm×2か所

41

ベンツまつり 針目が３cm間隔に６針以上 １枚につき 28 17.12 5.00 19
10cmにつき

20
10cmにつき

16
10cmにつき

19
10cmにつき

20
10cmにつき

44 15 13 25 11 11 13 5

ベンツ止め ２本糸で×印しつけ止め １か所につき 7 8.50 10.20 11 4 10 10 9 11 10 11 11 4 4 5

アウトポケット裏まつり １枚につき 20

糸くず取り及び仕上げ １枚につき 63 46.00 37.20 72 32 39 32 36 36 45 34 68 33 72 58 53 63
（毛芯）

腰裏かんぬき止め １２か所 １本につき 44 33.85 44.00 46 18 44 46 36 31
８か所

8
1か所につき

46 18
8か所

18 3
1か所

29 18

天ぐまつり及び前立てまつり針目が３cm間隔に６針以上 １本につき 25 12.00 11.40 26 6 13 14 11 12 8 26 15 6 9 10 10 10

ボタン付け
小ボタン、糸足つき
根巻き３回以上

１個につき 20 10.50 11.33 10
４回以上

12 12
４回以上

10 15 17 11
根巻き4回

10 6 8 8 9 10

糸くず取り及び仕上げ １本につき 31 25.61 28.66 43 16 30 29 29 16 32 43 20 22 23 22 23 22 22

1,073

青森
（C)

岩手
（C)

宮城
（B)

秋田
（C)

山形
（C)

福島
（B)

茨城
（B)

群馬
（B)

埼玉
（A)

千葉
（A）

東京
（A)

新潟
（B)

福井
（B)

山梨
（B)

長野
（B)

岐阜
（B)

鳥取
（C)

島根
（B)

広島
（B)

福岡
（B)

佐賀
（C)

長崎
（C)

熊本
（C)

大分
（C)

宮崎
（C)

沖縄
（C)

R4.4.1 R4.6.1 H29.5.4 R6.4.24 R6.5.1 R6.5.1 H17.4.1 H18.5.6 R6.5.5 H21.5.27 R6.8.31 H12.4.6 R4.4.22 R6.4.17 H14.3.31 H7.3.31 H27.5.21 H15.6.25 R5.8.12 H27.4.17 R4.4.24 H13.4.1 H16.4.25 H13.9.6
R4.4.17
廃止

R5.4.28

見返し端千鳥掛け 針目が３cm間隔に５針以上 １か所につき 16 12.42 13.00 19 6 13 11 16 12 15 11
５ｃｍごと

13 17 9 19 16 11 14 11 10 6 13 10 10 10

見返し裏まつり 針目が３cm間隔に４針以上 10cmにつき 16 13.16 13.66 15 10 14 16 14 10

見返し星入れ 針目が３cm間隔に３針以上 10cmにつき 17 17.84 19.33 34 9 22 16 34 18 22 14 16 12 22 19 17 50
1枚につき

9 11

そで付け裏まつり 10cmにつき 24 17.22 21.00 22 10
４針以上

18 17
９針以上

22 20 24 130
1枚につき

15 11 12 11

そで口裏まつり 10cmにつき 21 16.80 19.80 22 11 22 10
４針以上

18 18 17
９針以上

20 19 22 58
（枚につき

33
1枚につき

60
1枚につき

15 12 11 11

すそまつり 針目が３cm間隔に４針以上 20cmにつき 19 16.16 18.66 29 9 17 10 14 19 13
10cmにつき

10 29 20 22 15 72
手作業に限る

17 9 12

スナップ付け １cm型 １組につき 23 18.86 22.66 31 12 17 23 31 21 25 19 18 24
2本糸2度掛

12 26 20 26 17 26 10 18 15 18 15 13 15 15 15

ウエスト用 １組につき 32 23.05 25.22 23 26 25 25 29 25 27 21 32 20 34 17 28 10 21 18 17 20 20 23

ウエスト用以外、小、２つ穴 １組につき 23 19.28 22.50 28 14 22 21 22 25 20 18 24 16 28 20 17 10 20 17 14

18mm以下、２つ穴、糸足つき、
根巻き３回以上

１個につき 14 10.94 13.00 17 7 13
４回以上

13 15 12 11 12 9 15 9 17 9 13 8 7 8 13 11 10 8 8

20mm以下、4つ穴、糸足つき、
根巻き３回以上

１個につき 16 12.93 13.77 18 8 13 20 12 12 12 16 14 18 10 14 11 8 13 11 13 10

鎖糸ループ付け 鎖糸ループ長さ２cm以上 １か所につき 14 11.05 12.00 22 6 22 6 12 13 21
3cm

11 12
5ｃｍ以上

9 13
3ｃｍ

11 25
手編みに限る

11 13 7 10 8 13 9 9 10 7

肩パット付け ２個１組 １組につき 34 35.11 44.50 39 31 38 51 42 34 36 23 62
外パット

38 42 58 25 30 32 24 21 33

×印しつけ止め １か所につき 11 8.58 9.10 14 5 10 8 9 9 8 9 10 13 14 10 7 11 5 5 6 6 6

ウエスト裏まつり 針目が３cm間隔に７針以上 20cmにつき 23 20.20 27.00 27 16 10
４針以上

11
10cm

19 21 27 18 16

バックル付け １個につき 16 14.50 18.00 18 11 18 11

糸くず取り １着につき 23 19.52 22.87 32 11 22 25 32 22 28 19 16 18 20 22 24 15 12 19 15 16 15 11 20

342

(平均計算からは除外）

金　　額（R4.4.21発効）

栃　木（Bランク)

かぎホック付け

規格

ボタン付け

平均が栃木を上回る 令和の発効 栃木より高額 規格等が異なる

栃　木（Bランク)

金額（R4.4.21発効） 全体平均
（栃木除
く）

令和平均
（栃木除
く）

最大値 最小値

【婦人・子供既製洋服】

ワ
ン
ピ
｜
ス
・
ス
カ
｜
ト
・
ブ
レ
ザ
｜
コ
｜
ト

針目が３cm間隔に７針以上

品目 工程

令和４年４月21日発効の栃木県衣服製造業最低工賃と他県工賃との比較

工程 規格
全体平均
（栃木除
く）

令和平均
（栃木除
く）

最大値 最小値品目

【男子既製洋服】

ズ
ボ
ン

背
広
上
衣

針目が３cm間隔に９針以上

ボタン付け

針目が３cm間隔に６針以上

針目が３cm間隔に４針以上
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1公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定める日施行期日

１．対象となる当事者・取引の定義
（１）「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいう。[第２条第１項]

（２）「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者をいう。[第２条第２項]

（３）「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう。[第２条第３項]

（４）「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するものをいう。[第２条第６項]

※ 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まない。

概 要

我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適
正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、
特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずる。

趣 旨

1

２．特定受託事業者に係る取引の適正化
特定業務委託事業者は、

（１）特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の
内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により明示しなければならないものと
する。[第３条]
※ 従業員を使用していない事業者が特定受託事業者に対し業務委託を行う
ときについても同様とする。

（２）特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設
定し、支払わなければならないものとする。（再委託の場合には、発注元から支
払いを受ける期日から30日以内）[第４条]

（３）特定受託事業者との業務委託（政令で定める期間以上のもの）に関し、
①～⑤の行為をしてはならないものとし、⑥・⑦の行為によって特定受託事業者
の利益を不当に害してはならないものとする。[第５条]
① 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
② 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
③ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
④ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
⑤ 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
⑥ 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
⑦ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直さ

せること

３．特定受託業務従事者の就業環境の整備
特定業務委託事業者は、

（１）広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正
確かつ最新の内容に保たなければならないものとする。[第12条]

（２）特定受託事業者が育児介護等と両立して業務委託（政令で定める期間
以上のもの。以下「継続的業務委託」）に係る業務を行えるよう、申出に応じ
て必要な配慮をしなければならないものとする。[第13条]

（３）特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な
体制整備等の措置を講じなければならないものとする。[第14条]

（４）継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等
の30日前までに特定受託事業者に対し予告しなければならないものとする。
[第16条]

４．違反した場合等の対応
公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事
業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公
表、命令をすることができるものとする。[第８条、第９条、第11条、第18～第20
条、第22条]

※ 命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する。法人両罰
規定あり。[第24条、第25条]

５．国が行う相談対応等の取組
国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、相談対応などの必要な体制の整備等の措置を講ずるものとする。
[第21条]

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
（フリーランス・事業者間取引適正化等法）の概要 令和５年４月28日成立、５月12日公布



家内労働法とフリーランス法の適用関係について

○ フリーランス法における「特定受託事業者」には、「家内労働者」も含まれるため、家内労働者の取引については、引き続き家内労働法が適用
されるとともに、業種横断的に共通する最低限の規律としての性質を有するフリーランス法も適用される。両法の委託者の義務内容の一部は、
重複するものがあり、両法の関係は以下のように解されるが、両法の円滑な施行のため、解釈を示すこととする。

※ 下請法と家内労働法においても両法が適用がされるため、家内労働法に関する通達の中で解釈を示している。

2

家内労働法 フリーランス法 両法の関係

目的 家内労働者の労働条件の向上 特定受託事業者の取引の適正化・就業環境の整備 -

対象者

家内労働者

※ 物品の製造等を業とする者から、主として労働
の対償を得るために、委託を受けて物品の製造・
加工等に従事する者であって、同居の親族以外

の者を使用しないことを常態とするもの

特定受託事業者

※ 業務委託の相手方である事業者であって、従業員を
使用しない者（同居の親族を使用しても「従業員を使

用」には当たらない）

「特定受託事業者」は
「家内労働者」を包含

家内労働手帳（法３条）
工賃の支払（法６～７条）※

※物品を受領した日から起算して原則１月以内

取引条件の明示（３条）
期日における報酬支払（４条）※

※給付を受領した日から起算して原則60日以内

家内労働法の義務を満たせば
フリーランス法の義務も満たす

（下請法と同様）

委託者
の義務

委託の打切りの予告（法５条）※努力義務 中途解除等の事前予告（16条）
フリーランス法の義務を満たせば
家内労働法の努力義務を満たす

就業時間（法４条）※努力義務
最低工賃（法14条）

安全及び衛生に関する措置（法17条）
届出（法26条）

帳簿の備付け（法27条）

特定業務委託事業者の遵守事項（５条）
募集情報の的確表示（12条）

育児介護等と業務の両立に対する配慮（13条）
ハラスメント対策に係る体制整備（14条）

各法の義務がかかる

（参考）家内労働法の施行について(昭和45年10月1日)(発基第115号)(各都道府県労働基準局長あて労働事務次官通達)

第二 家内労働手帳について(法第3条関係ならびに則第一条および則第30条関係)
四 資本金または出資額が1,000万円をこえる法人たる事業者から製造委託または修理委託を受ける家内労働者は、親事業者との取引関係において下請事業者の
利益を保護することを目的とする下請代金支払遅延等防止法(昭和三一年法律第一二〇号)(以下「下請法」という。)でいう下請事業者に該当するので、本法によ
る家内労働手帳の交付義務と下請法による親事業者の書面の交付義務が競合して委託者の負担が過重となることをさけるため、下請法の書面に記載すべき事項は、
すべて家内労働手帳の記入事項とし、家内労働手帳が交付された場合には下請法の書面の交付もあつたものと取り扱うことができるようにしたものであること。


